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ひ
と
り
親
家
庭

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
専
門
的
な
資

格
を
取
得
す
る
た
め
、
２
年
以
上
の
修
業
が

必
要
な
場
合
、育
児
と
修
業
の
両
立
を
促
し
、

生
活
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
で
す
。

●
対
象

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

か
、
ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
で
あ
る
人
。

・
２
年
以
上
の
養
成
機
関
に
お
い
て
一
定
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
受
講
し
、
対
象
資
格
の

取
得
が
見
込
ま
れ
る
人
。

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人
。

●
対
象
資
格

　

看
護
師
、
保
健
師
、
視
能
訓
練
士
、
介
護

福
祉
士
、
助
産
師
、
社
会
福
祉
士
、
保
育
士
、

准
看
護
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
理
学
療
法

士
、
歯
科
衛
生
士
、
言
語
聴
覚
士
、
作
業
療

法
士
、
診
療
放
射
線
技
師
、
管
理
栄
養
士
、

理
容
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
、
医
師
、

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の
就
労
支
援
を
行
な
っ
て
い
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課　

子
ど
も
保
育
班（
西
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
２
）１
１
５
９

美
容
師
、
歯
科
技
工
士
、
歯
科
医
師
、
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
臨
床
検
査
技
師
、

薬
剤
師
、
は
り
師
、
調
理
師
、
臨
床
工
学
技

士
、
き
ゅ
う
師
、
製
菓
衛
生
師
、
義
肢
装
具

士
、
栄
養
士
、
柔
道
整
復
師
、
救
急
救
命
士

●
支
給
額

訓
練
促
進
給
付
金

① 
市
民
税
非
課
税
世
帯　
　
　

 

月
額 

１
０
０
、０
０
０
円

② 

①
以
外
の
人　
　
　
　
　

月
額　

 

７
０
、５
０
０
円

入
学
支
援
終
了
一
時
金

① 

市
民
税
非
課
税
世
帯   
５
０
、０
０
０
円

② 

①
以
外
の
人 
 
 
 

２
５
、０
０
０
円

●
支
給
期
間

・
訓
練
促
進
費
の
支
給
対
象
に
な
る
期
間

は
、
修
業
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
上

限
２
年
）
と
な
り
ま
す
。（
申
請
日
の
属

す
る
月
か
ら
支
給
）

・
訓
練
促
進
給
付
金
は
月
を
単
位
と
し
て

支
給
し
ま
す
。

・
入
学
支
援
終
了
一
時
金
は
、
修
了
日
を

経
過
し
た
日
以
後
に
支
給
し
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
就
業
に
結
び

つ
く
可
能
性
が
高
い
講
座
を
受
講
す
る
際
に

支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

●
対
象

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

か
、
ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
で
あ
る
人
。

・
指
定
対
象
講
座
の
受
講
開
始
日
に
、
雇
用

保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
の
受
給
資

格
を
有
し
て
い
な
い
人
。

・
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に

就
く
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人
。

・
原
則
と
し
て
、
当
該
講
座
の
教
育
訓
練
給

付
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
人
。

●
指
定
対
象
講
座

　

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の
指
定

教
育
訓
練
講
座

●
支
給
額

　

指
定
対
象
講
座
の
受
講
の
た
め
に
本
人
が

支
払
っ
た
入
学
金
、
受
講
料
の
合
計
額
の

20
％
に
相
当
す
る
額
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
上
限
10
万
円
お
よ
び
４
、０
０
０
円
を

超
え
な
い
場
合
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

※
受
講
開
始
前
に
申
請
し
、
講
座
の
指
定
を

受
け
な
け
れ
ば
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
出
産
す
る
人
へ

　

出
産
の
と
き
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
入

院
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
が
、
児
童
福
祉
法

に
基
づ
き
低
額
の
費
用
で
入
院
助
産
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対
象

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

  （
同
居
親
族
も
含
む
）

※
利
用
施
設
・
自
己
負
担
額
な
ど
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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い
わ
れ
の
な
い

 

差
別
の
苦
し
み
を

　
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い

　

地
球
上
に
住
む
人
々
に
は
、
人
種
や

民
族
の
違
い
、
出
身
や
職
業
の
違
い
、

性
の
違
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
違
い
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
違
い
を
理
由
に
、

基
本
的
人
権
で
あ
る
権
利
を
奪
い
、
政

治
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
生
活
全
般
に

わ
た
っ
て
、
不
利
益
な
扱
い
を
す
る
こ

と
が
差
別
で
す
。

　

と
り
わ
け
、被
差
別
部
落
（
同
和
地
区
）

の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
行
な
わ

れ
る
差
別
が
部
落
差
別
で
す
。
被
差
別

部
落
の
原
点
は
、
日
本
の
封
建
社
会
に

お
い
て
、
政
治
、
社
会
な
ど
の
諸
要
因

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
身
分
制
度

の
も
と
で
、
他
の
身
分
と
分
離
さ
せ
ら

れ
、
衣
・
職
業
・
住
居
な
ど
あ
ら
ゆ
る

生
活
面
で
厳
し
い
状
態
に
お
か
れ
て
き

た
地
域
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
、
社
会
的
に

形
成
さ
れ
て
き
た
地
域
に
生
ま
れ
、
育
っ

た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
人
間
と
し
て

当
然
受
け
る
べ
き
権
利
を
長
い
間
奪
わ

れ
続
け
て
き
た
問
題
が
、
部
落
問
題
（
同

和
問
題
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

１
９
６
５
年
に
出
さ
れ
た
内
閣
同
和

対
策
審
議
会
答
申
で
は
、「
同
和
問
題
と

は
、
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
る
人
間
の

自
由
と
平
等
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、

日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基

本
的
人
権
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
」

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
数
多
く

の
悪
質
な
差
別
事
件
が
あ
と
を
絶
た
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
土
地
差
別
調
査

事
象
が
発
生
し
ま
し
た
。
土
地
購
入
に

際
し
て
市
役
所
に
「
ど
こ
ど
こ
は
同
和

地
区
で
は
な
い
か
」
と
問
い
合
わ
せ
が

あ
り
、
す
ぐ
さ
ま
関
係
機
関
に
報
告
し
、

当
事
者
で
あ
る
不
動
産
会
社
に
対
し
、

事
実
の
確
認
と
同
和
問
題
や
土
地
の
差

別
調
査
問
題
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
理

解
し
て
も
ら
う
た
め
の
啓
発
を
行
な
い

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
宅
地
建
物
取
引
に
関
し

て
、「
同
和
地
区
で
あ
る
か
ど
う
か
」
を

問
い
合
わ
せ
た
り
、
情
報
を
収
集
し
た

り
す
る
な
ど
の
差
別
行
為
が
あ
と
を
絶

ち
ま
せ
ん
。
同
和
地
区
と
さ
れ
て
き
た

土
地
と
の
関
わ
り
を
避
け
よ
う
と
す
る

忌
避
意
識
は
、
今
も
根
強
く
残
り
、
し

か
も
多
く
の
人
た
ち
が
差
別
で
あ
る
と

の
認
識
を
持
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。

　

こ
う
し
た
人
権
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
そ
の

問
題
点
に
気
づ
き
、
自
分
の
課
題
と
し

て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
人
権
を
尊
重

し
、
差
別
を
許
さ
な
い
態
度
や
行
動
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

世
界
人
権
宣
言
で
は
、「
す
べ
て
の
人

間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
・
平

等
で
平
和
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
」
こ

と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
精
神
を

生
か
し
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
努
力

人
権
教
育
シ
リ
ー
ズ
⑯

市
で
は
人
権
教
育
の
推
進
の
た
め
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
取
り
組
み
の
内
容
や
情
報
を
定
期
的
に
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

で
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
撤
廃
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
市
で
は
、
平
成
20
年
度
に
「
合
志

市
人
権
教
育
・
啓
発
基
本
計
画
」
が
策

定
さ
れ
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
ハ
ン
セ

ン
病
回
復
者
、
子
ど
も
、
女
性
、
高
齢
者
、

障
が
い
者
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題

の
解
決
に
向
け
て
、
行
政
、
学
校
、
企
業
、

各
種
団
体
、
そ
し
て
地
域
の
な
か
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
も
一
体
と
な
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
和
問
題
に
つ
い
て
、
正
し
く
学
ぶ

こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
差
別
が
不
合
理

な
も
の
で
あ
る
か
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。

こ
の
こ
と
は
同
和
問
題
だ
け
で
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
も
共
通
し
ま
す
。

ま
た
、
自
分
自
身
の
人
権
感
覚
を
磨
く

こ
と
に
も
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方

に
必
ず
役
立
つ
も
の
で
す
。

　

部
落
解
放
同
盟
合
志
市
支
部
と
し
て

も
、
今
日
も
な
お
差
別
事
象
等
人
権
に
か

か
わ
る
問
題
が
発
生
し
て
い
る
根
強
い

差
別
の
根
絶
に
向
け
て
、
各
機
関
、
各

団
体
な
ど
と
の
連
携
の
も
と
、
よ
り
一

層
の
人
権
・
同
和
教
育
お
よ
び
啓
発
の

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　

本
市
が
、
差
別
の
な
い
真
に
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
と
な
り
、
み
ん
な
が
笑

顔
で
暮
ら
せ
る
ま
ち
と
な
る
よ
う
、
市

民
の
皆
さ
ん
も
自
分
に
で
き
る
こ
と
は

な
い
か
今
一
度
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
部
落
解
放
同
盟
合
志
市
支
部
）


